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児童福祉法施行細則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年５月29日 

香川県知事  池  田  豊  人 

香川県規則第44号 

児童福祉法施行細則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則 

（児童福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 児童福祉法施行細則（平成２年香川県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（指定通所支援事業の再開の届出等） （指定障害児通所支援事業者等の指定の申請等） 

 第６条の３ 法第21条の５の15第１項及び第24条の９第１項の申請は、指定

障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設）指定申請書（第８号様式の

３）によりしなければならない。 

 ２ 法第21条の５の20第１項又は第24条の13第１項の規定による申請は、指

定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設）指定変更申請書（第８号

様式の３の２）によりしなければならない。 

第６条の３ 法第21条の５の20第３項の規定による届出（休止した事業の再

開に係るものに限る。）は、指定通所支援事業再開届出書（第８号様式の

５）によりしなければならない。 

３ 法第21条の５の20第３項及び第24条の13第３項の規定による届出は、変 

更に係るものにあっては指定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設） 

変更届出書（第８号様式の４）により、休止した事業の再開に係るものに

あっては指定通所支援事業再開届出書（第８号様式の５）によりしなけれ

ばならない。 

２ 略 ４ 略 

  

第８号様式の２から第８号様式の４までを次のように改める。 

第８号様式の２から第８号様式の４まで 削除 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年香川県規則第42号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

 （指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請） 

第２条 削除 第２条 法第36条第１項、第38条第１項又は第51条の19第１項の申請は、指

定障害福祉サービス事業者等指定申請書（第１号様式）により行うものと

する。 
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 （指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請） 

 第２条の２ 法第37条第１項又は第39条第１項の申請は、指定障害福祉サー

ビス事業者等指定変更申請書（第１号様式の２）により行うものとする。 

  

（指定障害福祉サービス事業者等の廃止等の届出） （指定障害福祉サービス事業者等の変更の届出等） 

第３条 法第46条又は第51条の25第１項若しくは第２項の規定による届出（

廃止、休止又は再開に係るものに限る。）は、指定障害福祉サービス事業

者等廃止（休止、再開）届出書（第３号様式）により行うものとする。 

第３条 法第46条又は第51条の25第１項若しくは第２項の規定による届出は、 

変更に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者等変更届出書（第

２号様式）により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害福

祉サービス事業者等廃止（休止、再開）届出書（第３号様式）により、そ

れぞれ行うものとする。 

  

第１号様式から第２号様式までを次のように改める。 

第１号様式及び第２号様式 削除 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


